
等法院に提起した。同年8月、高等法院が取消請

求を認容し、これに対して、 Dallahはイギリスの

控訴院（Courtof Appeal) に控訴したが、翌2009

年7月に棄却された（ [2009] EWCA Civ 755）。同

年12月21日、パキスタン政府は、仲裁合意の効力

は同省に及んでいないと主張して、上記三つの仲

裁判断の取消請求訴訟をパリ控訴院に提起した。（4)

イギリス最高裁は、翌2010年11月にDallahの上告

を棄却した。他方、パリ控訴院は、 20日年2月、

取消請求を棄却した。

三．判断要旨

1. 第一中間仲裁判断（抜粋）（仲裁人： Mahmassani

博士（首席）、 Mustill卿、 Sham博士）

「仲裁合意に適用される規範は、独立の原則に

より、主契約に適用される規範と異なることがあ

り、当事者により特定されていない場合には、特

定の国家法に連結される必要がないことは、裁判

例および仲裁判断例により明らかに認められてき

ており（Dalico事件、プランス破棄院第一民事部

1993年12月20日判決）、それは、仲裁人が国際商

取引の根本的な正義の要請に適うと考える超国家

的な一般原則によって構成される。 Shah博士と

Mus till卿は、あらゆる国家法から独立した超国家

的手続法の概念を留保なしには承認しないが、結

論に影響しないので、この点に拘泥しない。」

「本件仲裁合意の国際的な性格に鑑み、また、

本件契約には、準拠法の言及がなく、 ICC規則の

下での機関仲裁が選択されていることに照らし、

本仲裁廷は、自らの管轄の問題と並んで、、被申立

人が本件仲裁と本件仲裁合意の当事者であるか否

かを含め、本件仲裁合意の有効性と範囲に関する

全ての問題について、国際商取引の根本的な正義

の要請およびビジネスの信義則を反映している超

国家的な一般原則と慣習を参照することによっ

て、判断することとする。j

「国際仲裁において、仲裁合意の効力が、主契

約に署名をしなかったが、その交渉と履行に直接

に関与した者にも及ぶ可能性があることは、裁判

例と仲裁判断例によって広く認められている。そ

のような関与によって、署名をしなかった者が契

二事実の概要

サウジアラビア法人Dallahは、 1995年、サウジ

アラビアのメッカに巡礼に訪れるパキスタン人の

ために、メッカに用地を取得して宿泊施設を建設

し、それをパキスタン政府に対して99年間賃貸す

る旨の了解覚書（Memorandumof Understanding) 

をパキスタン政府の宗教省を介して、同国大統領

との問で締結した。翌1996年1月、同国大統領は、

信者から積立金を集め、投資するなどして、巡礼

を支援する事業を行う信託法人（以下「本件信託」）

を政令により設立した。本件信託は、法人格を有

していたが、政令が同年12月に更新されずに失効

したのに伴って消滅した。

それに先立つ同年9月、 Dallahは、本件信託との

間で契約（以下「本件契約」）を締結し、パキス

タン人巡礼者のためにメッカに宿泊施設を建設

し、それを99年間、本件信託に対して賃貸するこ

とを約した。本件契約には、「この契約に関して

本件信託とDallahの聞に生じうるあらゆる紛争は、

パリの国際商業会議所（ICC）の調停・仲裁規則

に従って選任された3名の仲裁人による仲裁に

よって、解決されなければならない。」とする条

項（以下「本件仲裁合意」）が含まれていたが、

準拠法選択条項は含まれていなかった。

1998年、 Dallahは、本件仲裁合意に則り、パキ

スタン政府を相手取って仲裁を申し立て、パリを

仲裁地とする仲裁手続が開始された。パキスタン

政府は、仲裁合意の不存在を理由として仲裁廷の

管轄を争ったが、仲裁廷は、 2001年6月、本件仲

裁合意の効力がパキスタン政府に及ぶと判断し、

管轄を認める判断（第一中間仲裁判断（partial

award））をした。続いて、 2004年1月、パキスタ

ン政府の契約責任を認める判断（第二中間仲裁判

断）をし、 2006年6月、パキスタン政府に対して

損害賠償を命ずる仲裁判断（終局仲裁判断（final

award））をした。

2007年、 Dallahは、イギリスで終局仲裁判断の

執行許可を請求し、非対審手続で許可を得た。（3)

翌2008年3月、パキスタン政府は、自らは終局仲

裁判断の基礎とされた仲裁合意の当事者でないと

主張し、執行許可の取消請求訴訟をイギリスの高
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の吏渉と履行等への直接の関与によって、契約に

含まれる仲裁合意に拘束されるかが問題となっ

た。仲裁廷、仲裁判断執行裁判所、仲裁判断取消

裁判所が、いずれも国際仲裁に関するフランス法

を適用したにもかかわらず、その規範内容の理解

は三者三様となった。仲裁の主要問題の一つで、あ

る仲裁合意の効力の主観的範囲（1）の判断におい

て様々な基準がありうることを示すものとして、

興味深い。

仲裁合意の成立およひ守効力について、フランス

の指導的判例は、超国家的規範の適用を示唆して

いるが、本事件で、イギリス最高裁は、その実体

はフランス法の国際仲裁に関する実質規範である

と解したのに対し、イギリス高等法院は、超国家

法秩序がプランス国際私法によって指定されてい

るものと解した。国際仲裁の様々な文脈で、超国

家法や超国家的規範という言辞が用いられること

がある。例えば、本事件のイギリス最高裁判決（後

掲第16パラグラフ）が言及しているEmmanuel

Gaillard著のLegalTheory of International Arbi-

tration (2010）は、そのフランス語底本（2）の公表

以来、超国家的法秩序に属する仲裁観を提唱する

近年の論考として世界的に大きな反響を呼んでい

る。本事件は、仲裁合意の効力の主観的範囲とい

う限られた文脈においてではあるが、この概念の

ー断面を示す素材としても意義深い。

宏橋高

• Dallah Real Estate and Tourism Holding Com-

pany v Ministry of Religious Affairs, Government 

of Pakistan (ICC Case No. 9987) 2001年6月26

日中間仲裁判断（PartialAward) ([2010] 2-4 

International Journal of Arab Arbitration 337) 

• Dallah Real Estate and Tourism Holding Co v 

The Ministry of Religious A背airs,Government of 

Pakistan 

・イギリス高等法院（HighCourt of Justice) 

2008年8月1日判決［2008]EWHC 1901 (Comm) 

・イギリス最高裁（SupremeCourt) 201 O年11

月3日判決［2011J 1 A.C. 763 

・Gouvernementdu Pakistan, ministere des Af-

faires religieuses c/ Ste Dallah Real Estate and 

Tourism Holding Companyパリ控訴院（Cour

d’appel de Paris) 2011年2月17日判決（RG:

09/28533) ([2012] 2 Revue de l'Arbitrage 369) 

たかはし こうじ

同志社大学教授。本稿の作成に際しては、紙幅の

関係で、研究会の報告原稿を短縮した。報告原稿

は、 http://wwwl.doshisha.ac.jp／～tradelaw/

indexJP.htmlに掲載している。

－.本事件の意義

本事件では、契約に署名をしなかった者が、そ

＊ 
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法の原則を何ら示すものではない。それは、超国

家法の専門家の役割であり、本法廷でその証拠を

提出した者はいない。J
「126.・・.［本事件のl仲裁人は、理由付けにお

いて、『超国家的な一般原則と慣習』に言及して

いる。・・・それらは『国際商取引の根本的な正

義の要請とビジネスの信義則』を反映していると

言われている。憎りながら、それは、本法廷の行

うべき作業には何ら有益で、ない。J
「129.証拠に照らせば、パキスタン政府が本件

契約または本件仲裁条項に拘束されるべきである

という全ての関係者の主観的な意図は認められな

いとの結論に至る。実際、終始その反対であるこ

とは明らかである。だからこそ、パキスタン政府

は、本件契約の契約関係から身を引いたのであり、

契約解除の手紙において、契約が無効で、違法であ

ると主張したのである。信義則に関して言えば、

当事者が誠実に行為する義務があることは認め

る。しかし、それ以上の意味を信義則が有すると

する理由はない。パキスタン政府が、いずれの段

階でも不誠実に行為したとの証拠はない。仮に不

誠実に行為したとしても、それによって、仲裁合

意の当事者にさせられるわけではない。J

イ聞最高裁判決（抜粋）

控訴院は、原審の事実認定と法適用を踏襲し、

Dallahの控訴を棄却した。最高裁は5人の裁判官の

全員一致でDallahの上告を棄却した。 Mance裁判

官とCollins裁判官の意見から以下に抜粋して引用

する。

1) Dalico判決に関して

Mance裁判官の意見

「14.・・・フランス法のアプローチは、破棄院（第

一民事部）のMunicipalitede Khoms El Mergeb v 

Societe Dalico [1994] 1 Rev Arb 116 (1993年12月

20日）（“Dalico”）事件判決・・・に現れており、

破棄院は次のように判示した。『仲裁の国際法の

実質規範により、仲裁合意は、それを直接規定し、

または取り込んで、いる主契約から法的に独立して

おり、その成立と効力は、フランスの強行法規お

有していた乙とが認定されなければならない。関

係者の共通の意図の存否は、当該事件の事実に鑑

みて決められる。そのために、裁判所は、主契約

の突渉、履行、そして場合によっては解除に際し

ての全ての関係者の関与と行動を考慮することに

なる。』・..J 
「87.・・・両鑑定人は、裁判所が仲裁合意の全

ての潜在的当事者の共通の意図を探求する際、そ

れらの者の主観的な意図を客観的な行為を通して

認定するという点に合意したい・－」

「88.Derains氏がその報告書で、特に触れたパリ

控訴院の4つの先導的判決では、契約の非当事者

が仲裁合意に拘束されるか否かを決めるフランス

法のアプローチについて同ーの表現が用いられて

いる。 Derains氏は、それがフランスの『確固と

した判例準則』であることを確認した。その定式

は、以下のとおりである。『国際的慣例によれば、

国際契約に挿入された仲裁条項は固有の有効性と

効力を有するので、契約の履行および契約から生

じうる紛争に直接関与した者に対しでも、たとえ

その者が仲裁条項を含む契約に署名しなかったと

しても、相手方との契約における関係や平常の商

取引関係にもとづき、その存在と範囲を了知して

いる仲裁条項を承諾したという推定が働く場合に

は、仲裁条項の効力が及ぶ』（5）」

「89.・・・ Derains氏は、反対尋問において、パ

リ控訴院によるこの基準の表現は、関係者の共通

の意図の認定という基本的探求の必要性を否定す

るものではないことを認めた。」

「92.・・・共同覚書の第2.8パラグラフは、次の

ように記述する。『フランス法の下では、国際仲

裁の仲裁合意の成立、有効性、および効力は、主

契約の準拠法であれ、その他のいかなる法であれ、

国家法にもとづいて評価される必要はなく、超国

家的規範による決定が可能である。その限りにお

いて、パリを仲裁地とする仲裁廷は、仲裁合意が

超国家法に準拠すると認めることができる。』

「93.... ［上記の第一文と第二文に記載のl二
つの原則は、フランスの国際私法規則であると考

えられる。無論、乙の記述は、国際仲裁の仲裁合

意の成立、有効性、および効力を評価する超国家

応して、「仲裁合意が、当事者がその準拠法とし

て指定した法により、またはその指定がなかった

ときは判断がされた国の法により、有効でなPJ
ことが証明された場合を仲裁判断の承認・執行拒

絶事由として規定している。パキスタン政府は、

本件仲裁合意は、同号の下で無効であると主張した。

ア．高等法院判決（抜粋） (Aikens裁判官）

「3.・・・仲裁合意の準拠法の当事者による明確

な『指定』（法103条2項b号）がなかったことにつ

き、口頭審理において争いがない。したがって、

仲裁合意の有効性は、終局仲裁判断のなされた国

であるプランスの法によって、判断されなければ

ならない。」

「5.フランス法について、パキスタン政府の鑑

定人であるVatier氏とDallahの鑑定人であるDer-

a ins氏から証言を得た0 .・・口頭審理に先立ち、

両鑑定人は、合意できる点とできない点について、

共同の覚書を作成したい・.J 
「78.・・・条約5条1項a号の仲裁合意の有効性

に関する部分が二つの準拠法選択規則を規定して

いることにつき、両当事者の代理人に争いはな

いa • • • van den Bergは、条約についての権威あ

る注釈書において、これらが『統一された』準拠

法選択規則として解されるべきことにつき、疑問

が呈されることはなかったと述べている。した

がって、条約5条1項a号の『判断がされた国の法』

と法103条2項b号の同文言への言及は、その国の

国際私法ではなく、実質法に向けられていること

になる。それは、本事件では、フランスの国際私

法ではなく、実質法を検討しなければならないこ

とを意味する0 • • • J 
「85.フランス法の鑑定人は、以下のフランス法

の原則に合意し、共同覚書に記載した。『フラン

ス法の下では、仲裁廷の管轄が依拠するところの

仲裁合意の効力が、それを含んでいる主契約に署

名をしておらず、名宛人となっていない者に及ぶ

かどうかを決めるためには、その者を含む全ての

仲裁手続関係者が、当該契約に拘束され、その結

果としτそれに含まれる仲裁合意に拘束されるこ

とについて、（明示または黙示の）共通の意図を

約の真の当事者であって、仲裁合意の拘束を受け

るというのが全ての関係者の共通の意図であると

いう推定が働くからである。

前述した規範と原則に鑑み、本件契約に関する

全ての段階における被申立人の行動とその果たし

た役割を検討してみる。」

仲裁廷は、本件契約の署名前、署名時、履行時、

そして本件信託の消滅後の各段階の検討を行い、

次のように続けた。

「本件信託は、被申立人の分身（alterego）にす

ぎないようであり、実質的には、被申立人が利害

関係を有する真の当事者であり、したがって、申

立人との本件契約および仲裁の正当な当事者であ

るように見受けられる。」

「Mahmassani博士は、関連する全ての事実関係

を総合的に見ると、被申立人が申立人との本件契

約の真の当事者であり、したがって、本件仲裁手

続において申立人との聞に生じた紛争の正当な当

事者であるという結論を支持する多くの証拠が存

在すると信ずる。 Shah博士とMustill卿は、この結

論に賛成するが、本件は限界事例であることから、

障時も感ずることを付言する。J
「この結論は、信義則によって補強される0 • • 

Mahmassani博士は、被申立人が本件信託を介し

て99年の長期契約に署名してからわずか数か月後

に、本件信託を意図的な行為によって消滅させた

ことにより、申立人の契約上の権利義務がいとも

簡単に消えてしまうとすれば、信義誠実の原則に

反するととになると考える0 • • • 

Shah 博士とMustill卿は、手続の遂行に関する問

題ではなく、手続に参加すべき当事者を決定する

問題について、他の原則によれば仲裁の当事者で

ない者が、信義則によって当事者となることがあ

るとは考えない。j

2. イギリスにおける仲裁判断執行裁判

イギリスの1996年仲裁法（ArbitrationAct 

1996）の103条2項b号は、外国仲裁判断の承認お

よび執行に関するニューヨーク条約（NewYork 

Convention on the Recognition and Enforcement of 

Foreign Arbitral Awards 1958）の5条1項a号に対
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よび国際的な公序に服するものの、国家法を参照

する必要はなく、関係者の共通の意図に従って評

価されることになる 0 • • • j」

「15.・・・しかし、破棄院は、国家裁判所であり、

国際仲裁についてのフランスの見方を宣明してい

る。フランス法は、国際仲裁合意の成立、有効性、

および効力を決めるのに超国家的な原則の適用可

能性を認めるが、そのような原則はフランス法を

構成するものであるというのが正しい分析である

ことに、 Dallahとパキスタン政府は合意してい

る0 .・・パキスタン政府の代理人であるLandau

弁護士も、今ではこの分析を受け入れている（一－

Aikens裁判官は、超国家法は、フランス法を構成

するものではなく、フランス国際私法の下で関係

があるにすぎず、したがって、 Iニューヨーク条約l
V条1項a号および［1996年仲裁法］103条2項b号の下

では関係がないとして、超国家法を無視した（第

93パラグラフ））。J
「16.・・・当事者間に争いがないので、 Gaiト

lard, Legal Theory of International Arbitration 

(2010）の13-66頁で明快に論じられている国際仲

裁についての競合する理論に論及する必要もな

Collins裁判官の意見

「115.フランスを仲裁地とする仲裁廷が超国家

的な法や規範を仲裁合意の有効性の問題に適用で

きると鑑定人が合意したということは、それがも

はやフランスの仲裁ではなくなることや、フラン

ス裁判所がフランス法を適用しないことを意昧し

ない。それは、単に、仲裁合意が国家法の特異性

に影響を受けることはなく、その有効性がフラン

スの概念としての国際的な公序によってのみ評価

されるということを意味する（Fouchard,Gail-

lard, Goldman, paras 420, 441）。 Poudret& Bes-

sonは、第181パラグラフで、次のように述べる。『こ

の判例法の結果、仲裁合意は、国際的な公序に反

しない限りはその有効性を肯定する実質法に服す

る。これは、議論はあるものの、超国家的規範で

はなく、フランス法の渉外規範である。』」

「124.ニューヨーク条約では反致は認められて
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いない可能性が高い（vanden Berg, The New 

York Arbitration Convention of 1958, 291頁参照）。

しかし、イギリス裁判所がパリを仲裁地とする国

際商事仲裁の仲裁廷の管轄をフランス裁判所が適

用するであろう超国家的規範に則って判断するこ

とは、反致には当たらなL)0 .・・」

2）本事件の仲裁廷の判断について

Mance裁判官の意見

「39.仲裁廷の管轄に関する最終的な結論は、本

件信託が政府の分身であるために、政府が本件契

約の『真の当事者』であるとの認定（これについ

て仲裁人のうち2人は、辛うじて同意した）とし

て表現されている0 .・・契約の一方当事者が第

三者の分身であるとの認定（およびその認定のた

めの証拠）と当該第三者が当該契約の当事者とさ

れるべきであるという相手方当事者の共通意図の

認定との聞にはかなりの遣いがある。前者は、契

約の一方当事者と第三者の特徴と関係に依存す

る。後者は、契約の相手方当事者と第三者（けだ

し契約の一方当事者も 0 .・・）の共通の意図に

依存する。仲裁廷は、その判断全般を通じて、本

件信託とパキスタン政府、そして両者の関係およ

び行為に焦点を当て、前者は後者の分身であると

の結論に到達したので、実際、仲裁廷がDallahと

パキスタン政府の共通の意図をどの程度精査し認

定したかは明らかでなL)0 .・・」

「40..・・仲裁廷が示した基準によれば、契約

の締結および履行への宜接の関与があれば、それ

自体により、非署名者が契約に拘束されるべきで

あるという共通の意図が推定されることになる。

仲裁廷が示した基準は、緩やかな基準であるよう

に見受けられ、それが正しければ、契約の第三者

は、意図的に自らが契約当事者とならないように

契約を設計したとしても、多くの場合、契約当事

者であるとの推定が働くことになる0 • • • J 

3. フランスにおける仲裁判断取消裁判（抜粋）

本件契約の前日まで、 Dallahとの吏渉は本件信

託ではなく、もっぱら宗教省が行っていたことと

並んで、本件契約の履行期において、本件信託に
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役職を有しない宗教省の役人が巡礼者から募る積

立金のプランに関する手紙などをDallah Iこ送って

いたことや、本件信託の消滅後に、 Dallahが本件

契約に違反していると主張する手紙が宗教省の便

筆で送られていたことなどを指摘した上で、「本

件信託による履行行為がない状況で、パキスタン

政府と宗教省のこのような関与および契約に先立

つ交渉過程の行動に照らすと、本件信託の設立は、

形式的なものにすぎず、 Dallahが認、めるように、

経済的活動においては、パキスタン政府、宗教省

がパキスタンの真の当事者として行動していたこ

とが確認できる。Jと判示し、パキスタン政府の

仲裁判断取消請求を棄却した。

四．評釈

イギリスの各裁判所の判決は長文であり、仲裁

廷の管轄の再審査の程度や仲裁判断執行拒絶事由

がある場合の裁量行使の是非など多くの論点が検

討されたが、本評釈では、仲裁廷、イギリスの裁

判所、パリ控訴院が適用した規範の内容、適用根

拠、および法的性格を中心に検討する。

1.仲裁廷、イギリス裁判所、パリ控訴院の適用

した規範

まずパリ控訴院判決から考察すると、同裁判所

は、パキスタン政府の主張の紹介において同政府

が「超国家的な原則」に言及したことを述べてい

るものの、自らの判断の基準とした規範の内容、

適用根拠、および法的性格については、説明して

いない。当時のフランス民事訴訟法は、 1504条で、

フランスを仲裁地とする国際仲裁 ωの仲裁判断

は、 1502条の規定する承認または執行に対する異

議申立事由があれば、取り消すことができると規

定しており、本事件の取消手続は、同条1項で異

議申立事由とされている仲裁合意の不存在にもと

づくものであった。同項は、仲裁判断の存否を判

断する準拠法を規定していない。（7）この点、フラ

ンスでは、 1993年のDalico事件破棄院判決（その

判旨は、イギリス最高裁判決前掲第14パラグラフ

参照）以来、仲裁合意の成立と効力は、準拠法選

択の手法によることなく、（8）実質規範によって（9)
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評価されることとされている。本事件のパリ控訴

院判決も、明示していないものの、 Dalico判決を

踏襲したものと考えられる。 Dalico判決の「国家

法を参照する必要なく」とLEう文言を文字通り解

釈すると、適用されるべき実質規範は超国家法秩

序に属することになる。（10）しかし、そのような

解釈は、仲裁合意の成立や効力に関して国際的に

統ーした規範が実在するわけではなく、一国の裁

判所がそれを形成する権限を有するわけで、もない

などの問題をはらむ。（11）したがって、 Dalico判決

が示唆するところの超国家的規範の実体は、フラ

ンス法の国際仲裁に関する実質規範（12）であると

の解釈が一般的である。（13）この解釈に従えば、

本件のパリ控訴院は、国際仲裁に関するフランス

法を適用したことになる。

本事件の仲裁廷は、首席仲裁人以外の仲裁人は

留保の意思を表明しているものの、「超国家的な

一般原則」を適用した。それを超国家的法秩序に

属する規範として適用したのか、それとも本事件

の仲裁地の法であるフランス法の国際仲裁に関す

る実質規範を「超国家的な一般原則」と呼んで適

用したのかについては、説明がない。しかし、

Dalico判決への言及があることを重視すると、後

者と解される。

イギリスの裁判所は、高等法院から最高裁に至

るまで、同国の1996年仲裁法103条2項b号の下で、

仲裁地法であるフランス法を適用した。高等法院

判決は、 Dalico判決には直接言及していないが、

その判旨を反映した鑑定人の共同覚書の記述を検

討し、フランス国際私法が超国家法秩序を指定し

ているという意味にそれを解した（前掲第92・93

パラグラフ）。しかし、 103条2項b号の仲裁地法へ

の言及は、その国の国際私法ではなく、実質法に

向けられていると解した（14)（前掲第78パラグラフ）

ので、超国家法の証明は、本事件の解決にとって

不要となった。したがって、超国家法の証拠の提

出はなかった（前掲第93パラグラブ）が、その証

明は求めず、本事件の仲裁廷が示した「超国家的

な一般原則と慣習」の解釈は、自らの行うべき作

業には何ら有益で、ないと説示した（前掲第126パ

ラグラフ）。イギリス最高裁は、高等法院判決と
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異なり、 Dalico判決の一般的な解釈に従p、その

示唆するところの超国家的規範の実体は、フラン

ス法の国際仲裁に関する実質規範であると解し

た。そして、フランス裁判所が適用するであろう

超国家的規範をニューヨーク条約5条1項a号の下

で適用することは、反致には当たらないと説明し

た（前掲第124パラグラフ）。

2.適用された規範の内容

上述したとおり、本事件で、イギリス裁判所に

よって適用された規範は、国際仲裁に関するフラ

ンス法であり、パリ控訴院によって適用された規

範も、 Dalico判決の一般的な解釈に従えば、同じ

く国際仲裁に関するフランス法であるし、仲裁廷

によって適用された法も、 Dalico判決への言及を

重視するならば、同じく国際仲裁に関するフラン

ス法である。にもかかわらず、本件仲裁合意の効

力がパキスタン政府に及ぶかについて、仲裁廷お

よびパリ控訴院の結論と、イギリス裁判所の結論

が分かれた。本事件では事実関係に争いはなく、

結論が分かれた原因は、それぞれが重視した事実

が異なったことのほか、適用された規範の内容の

理解が異なったことにあると思われる。

イギリスの高等法院は、両当事者の鑑定人が合

意した共同覚書の記載（前掲第85パラグラフ）と、

パリ控訴院の先導的判決に見られる表現で、 Dal-

lahの鑑定人がフランスの「確固とした判例準則」

であると評した定式（前掲第88パラグラフ）をも

とに、国際仲裁に関するフランス法の規範内容を

解釈した。その解釈は、イギリスの控訴院と最高

裁にも踏襲された。

仲裁廷は、 Dalico判決を除いて具体的なフラン

ス判例に言及していないが、「裁判例と仲裁判断

例によって広く認められている」原則として、契

約に署名をしなかった者が、契約の交渉と履行へ

の宜接の関与によって、「仲裁合意の拘束を受け

るというのが全ての関係者の共通の意図であると

いう推定が働くJとしており、その限りでは、イ

ギリス高等法院の適用したフランス法の規範内容

と大筋で異ならない。しかし、高等法院が全ての

関係者の共通の意図の認定を重視し、それは客観

32 

的行為を通して行うとしつつも、認定の対象は主

観的な意図であると解した（前掲第87・89・129

パラグラフ参照）のに対し、仲裁廷は本件信託と

パキスタン政府の関係および行為に焦点を当て、

前者が後者の分身とみなされることを根拠とした

ことが、両者の結論が分かれた要因であろう（最

高裁判決前掲第39・40パラグラブの分析も同旨）。

たとえパキスタン政府による本件信託の支配が強

固であり、かなり直接的に契約に関与していたと

しても、同政府が契約に拘束される旨の共通の主

観的意図は必ずしも認定できない。首席仲裁人は

信義則も根拠としたが、高等法院は、信義則は根

拠となりえないとする他の2人の仲裁人と同じ見

解をとった（高等法院判決前掲第129パラグラフ）。

ノfリ控訴院は、適用した規範内容を明らかにし

ていない。イギリスの裁判所と同じ規範内容を適

用したと解する評釈もある。（15）しかし、イギリ J

ス高等法院が関係者に共通する主観的意図を重視

したのに対して、パリ控訴院は、関係者の意図に

は触れていないことから、より客観的な基準を適〉

用したと解する評釈もある。（16）この評者は、パ

リ控訴院は、「経済的活動においてjパキスタン

政府が「真の当事者として行動していたことが確

認できるjような契約前、契約履行期、および契

約解除時の関与に着目していることから、 ABS事

件破棄院第一民事部2007年3月27日判決（17）の打

ち立てた規範内容を適用したと見る。同事件で、

破棄院は、「国際仲裁合意の効力は、契約の履行

およびそれから派生しうる紛争に直接的に関与し

た者に及ぶjと判示し、関係者の意図は検討しな

かった。契約への関与は、それが直接的で、あって

も、契約当事者になることへの同意を必ずしも意

味しないので、乙の判旨は、契約の非当事者であっ

ても、その契約に含まれる仲裁合意には、関与と

いう客観的事実を根拠として拘束されうることを

意味する。このように一般の契約法原則から離れ、

仲裁合意に主契約よりも広範な効力を認める傾向

が従前からパリ控訴院の諸判決に強く見られるこ

とを指摘し、そこには紛争の全ての経済的側面に

ついて仲裁廷の管轄を認めようとする趣旨がある

と指摘する論説もある。（18）本事件のように、関
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係者が意図的に別法人を介在させて契約を締結し

た場合に、契約に含まれる仲裁合意の効力が契約

の非当事者に及ぶかについて、客観的基準の下で

は肯定される可能性があるのに対し、イギリス裁

判所のように主観的意図を重視すれば、必然的に

否定されることになる。本事件でイギリスの裁判

所は多くのフランス判例に言及している（19）が、

ABS判決への言及はないことから、鑑定人の意見

には、同判決が反映されていなかった疑いを持た

ざるをえない。確かにDallahの鑑定人の意見には、

「仲裁条項は固有の有効性と効力を有する」とい

う表現が含まれている（前掲第88パラグラフ）が、

両鑑定人の共同覚書では、「契約に拘束され、そ

の結巣としてそれに含まれる仲裁合意に拘束され

ることについて」の共通の意図の認定が必要であ

るとされていた（前掲第85パラグラブ）ため、イ

ギリス裁判所は、後者に沿ってフランス法の規範

内容を理解した（20）ものと思われる。

3.仲裁判断執行についての決定の延期

イギリス最高裁は、ニューヨーク条約6条の下

で、パリ控訴院の判決が出るまで、判断を延期す

べきであったという指摘がある。（21）同条は、仲

裁判断の取消しが仲裁地で請求されている場合、

適当と認めるときは、判断の執行についての決定

を延期することができると規定している。同条の

規定は、同条約5条1項e号が仲裁地における仲裁

判断の取消しを執行拒絶事由としていることに対

応しており、同条に関する判例は多くないが、延

期が適当であるかの判断をするにあたって、仲裁

判断執行を促進すべき要請、取消請求の裁判まで

に必要と想定される時間などと並び、最も重要な

考慮要素は、取消請求が認、められる可能性である

と解されている。（22）本事件では、問題となって

いるのが5条1項のe号ではなく、 a号で、あるので、

6条の適用される典型事例ではない。しかし、仲

裁地法についての仲裁地裁判所の解釈を参考にす

る目的で、 6条の下で、仲裁判断執行の決定を延

期することも、その文言上不可能で、はない。この

場合、延期が適当であるかの判断にあたって重要

な考慮要素となるのは、取消請求が認められる可
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能性ではなく、仲裁地法の規範内容の把握の困難

性であると思われる。

［注］

(1）わが国のリングリング・サーカス事件（最判平成9年

9月4日民集51巻8号3657頁）では、法人の締結した仲裁

合意の効力が当該法人の代表者に及ぶかという形で問題

となったが、仲裁合意を締結した法人と同一の企業グル

ープに属する他の法人に対する効力や、固有企業が当事

者となっている仲裁合意の当該国家に対する効力も頻繁

に問題となる。

(2) Aspects philosophiqi悶 dudroit de l’arbitrage inter-

national ([2007] 329 Recueil des Cours 49) .同書は、

仲裁人の権原に着目し、国際仲裁の理論を三つに分類す

る。すなわち、国際仲裁を仲裁地の国家法秩序に属する

ものとして観念する理論、その判断が承認される各国の

国家法秩序の総体に依拠するものとして観念する理論、

超国家的な固有の法秩序に属するものとして観念する理

論である。そして、乙の分類は、仲裁の様々な局面（仲

裁地裁判所による仲裁手続中止命令の効果、実体判断の

準拠法の決定基準、公序則や絶対的強行法規の適用、仲

裁地で取り消された仲裁判断の承認・執行など）に関係

することを論じている。

(3）執行許可は、非対審手続で下されるが、相手方は、送

達を受けるとその取消しを請求できる（1996年仲裁法

(Arbitration Act) 101条および民事訴訟規則（Civil

Procedure Rules) 62章18条参照）。

(4）仲裁判断から3年が経過しているが、当時のフランス

民事訴訟法1505条は、取消請求の出訴期限を執行決定

の付与された仲裁判断の送達から1か月後と定めてお

り、執行決定がない場合の期限の定めはなかった（フラ

ンスの仲裁に関する成文法は、民事訴訟法の2011年改

正（同年5月1日施行）により改正された。現行の民事

訴訟法1519条2項は、取消請求の出訴期間を仲裁判断の

通知から1か月と定める）。

(5）高等法院判決は、乙の引用文に脚注を付け、参照した

パリ控訴院判決を列記している。

(6）わが国の仲裁法と異なり、フランス仲裁法は、圏内仲

裁と国際仲裁を区別して規律する（現行民事訴訟法第四

部「仲裁」は、第一編が「圏内仲裁」、第二編が「国際

仲裁Jに分けられている）。フランス民事訴訟法（旧）

1492条（現1504条）は、「仲裁は、国際商取引の利益に

関わるときは、国際仲裁である」と規定する。 Gaillard& 

Savage (eds.) Fouchard Gaillard Goldman on Interna-
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(Philippe Fouchard執筆担当）は、関連判例を解釈し、

国境を越えた物品、サービス、または資本の取引があれ
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ばこの要件は満たされ、当事者の国籍、契約準拠法、お

よび仲裁地は無関係であるとする。同一国の国籍や住所

を共有する者の聞の仲裁であっても国際仲裁となりうる。
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(8）但し、仲裁合意の準拠法の選択がある場合には、例外

的に、国家法が準拠法となる可能性を示唆するものとし
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dence Dalico et la portee de l’article IX de la Conven-
tion europeenne de Gen色ve”［2006]133-1 Journal du 

droit international 127, para. 2）。 PierreMayer，“De 

l’autonomie de la clause compromissoire”［1994] Revue 

critique de droit international prive 663は、主契約の準

拠法が、その一条項である仲裁合意の有効性も規律する

と考えるのが最も簡明であるなどとして、準拠法選択の

手法を排するDalico事件の判旨を批判する。

(9）これについては、特異な内容の国家法の影響を遮断す

る点で積極的に評価する見方がある（EricLoquin，“Les 

regles materielles du commerce international" [2005] 2 

Revue de l'Arbitrage 443, 461.）反面、「フランスの強

行法規および国際的な公序Jや「関係者の共通の意図j

といった基準が不明確で、あるなどの批判も強い（Bollee,

supra. note 8, para. 4; Mayer, supra. note 8）。

(10) Eric Loquin [1994] Journal du droit international 

690, 700 (Dalico判決評釈）は、いわゆる「商人の法 (lex

mercatoria）」に属する規範であると解する。

(11) Mayer, supra. note 8. 

(12）緩やかな基準で仲裁合意の成立を認める傾向が強く、

例えば、仲裁合意の方式は自由である（2011年改正に

より、現行民事訴訟法は、 1507条でこれを明文化した）。

また、自らの契約書への標準契約書の取り込みについて

黙示の合意があり、当事者が標準契約書の条項を了知し

ている場合には、それに含まれる仲裁条項も契約に取り

込まれる（Bomar事件破棄院第一民事部1993年11月2日

判決（［1994]Rev. Arb. 108））。

(13) Mayer, supra note 8; H岳l色町 Gaudemet-Tallon[1994] 

1 Revue de l'Arbitrage ll8, 120 (Dalico判決評釈）．本
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事件のイギリス最高裁判決前掲第115ノtラグラフに引用

された文献も同旨。

(14）これは言い換えれば、法103条2項b号の準拠法選択

規則について反致を認めない解釈であるが、同号に対応

するニューヨーク条約5条1項a号については、反対説も

存在する。例えば、 Pierre-YvesTschanzは、スイス連

邦国際私法178条2項の解説（AndreasBucher (ed.) 

Commentaire Romand, Loi sur le droit international 

prive; Convention de Lugano (2011) p. 1539, para. 76) 

において、当事者の選択した法、紛争の対象、特に主契

約の準拠法、スイス法のいずれかの実質的成立要件を満

たしていれば、仲裁合意は有効で、あると同項は規定して

いるが、それがニューヨーク条約5条1項a号と矛盾しな

いのは、同号の指定する仲裁地法がスイス連邦国際私法

178条2項のような国際私法規則を送致範囲に含んでい

るからであると説明している。

(15) e.g. Bamforth & Roch，“Dallah v Government of 

Pakistan" [2011] 16-2 IBA Arb. News 65. 
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Project XJ 220 ITD et al.事件のパリ控訴院1994年12月

7日判決（［1995]RTD Com 401）の説示を引用しての指
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